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都
市
の
現
状

ま
ち
づ
く
り
上
の
課
題

人口

⃝人口は2035年までに

増加傾向

⃝特に、研究学園地区、

TX沿線地区は人口が

急増

⃝一方で、少子高齢化

は全地区で進行

土地利用

⃝研究学園地区やTX沿

線地区中心の市街化

区域内の宅地化

⃝区域指定（第11号、

12号指定区域）によ

り市街化調整区域の

無秩序な宅地が抑制

⃝公務員宿舎の売却が

４期に渡り、各年

5ha程度処分予定

都市交通

⃝周辺部では高い自動

車利用割合

⃝つくば駅周辺等の中

心部では、自転車屋

徒歩の割合も比較的

高い

⃝つくばエクスプレス、

つくバス、つくタク

等の公共交通利用者

数は増加傾向

都市基盤

⃝ 人口は2035年まで

に増加傾向

⃝ 特に、研究学園地

区、TX沿線地区は

人口が急増

⃝ 一方で、少子高齢

化は全地区で進行

⃝ あああ

経済活動

⃝市街化調整区域にお

ける大規模商業施設

の立地

地価

⃝つくば駅周辺や葛城

等の中心部では比較

的高い地価の水準

⃝一方で、周辺部の市

街地における地価は

下落傾向

災害

⃝市街化区域内にも土

砂災害や洪水等の災

害発生の恐れのある

地域が存在

財政

⃝人口増加に伴い歳入

が増加しており、今

後も増加が予測

⃝自主財源率は微減

⃝高齢化に伴う社会保

障費の増加

⃝公共施設の維持・更

新費長期的な増加見

込み

まちの現状とまちづくり上の課題 まとめ

市街地環境の維持・向上

⃝周辺部における市街地の人口減
少・少子高齢化による市街地の
低密度化による居住環境の低密
度化、住宅団地の老朽化

都市機能の維持・向上

⃝人口減少による市街地の低密度化
に伴う生活利便施設等の撤退によ
る生活の質の低下や維持コストの
増大

⃝TX沿線地区、研究学園地区におい
て、宅地供給と都市機能の配置・
誘導とのバランスの維持

⃝市街化調整区域の集落、住宅団地
等における都市機能の維持

公共交通利便性・持続性

⃝人口減少に伴う公共交通利用者数
の減少

⃝利用者減少に伴う、公共交通の
サービスレベル低下や市民の公共

負担の増加の可能性

災害に対する安全性

⃝市街地にも土砂災害などの恐れの
ある区域が存在しており、安全な
市街地の形成上、支障をきたす可
能性

財政の健全性

⃝道路や下水道等の社会基盤が今後老
朽化し、必要な経費が増加していく
ことから、財政状況が悪化の恐れ

⃝高齢化の進展に伴う社会保障費等の

増大
⃝公共施設の維持・更新費の将来的な
増大が懸念
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つくば市の現状とまちづくりの課題

 まちの現状分析から、つくば市におけるまちづくりの課題を整理します。

少子高齢化にあっても、都市の活力と住民の生活利便性を維持し、いつまでも暮らしやすいまちを実現する
→拠点に生活サービス施設が集積し、公共交通により誰もが容易に拠点にアクセスできる「ネットワーク型コンパクトシティ」の構築

つくば市における立地適正化計画策定の目的

ま
ち
の
現
状

ま
ち
づ
く
り
上
の
課
題

人口

⃝人口は2035年ま

で増加傾向

⃝特に、研究学園

地区、TX沿線地

区の人口が増加

⃝一方で、少子高

齢化は全地区で

進行

土地利用

⃝研究学園地区やTX沿

線地区中心の市街化

区域内の宅地化

⃝市街化調整区域の約

1,600haが指定区域

（第11号、第12号指

定区域）に指定

⃝国家公務員宿舎が６

年を４期に分け、合

計36ha程度売却され

る予定

都市交通

⃝周辺部では高い自

動車利用割合

⃝つくば駅周辺等の

中心部では、自転

車や徒歩の割合も

比較的高い

⃝つくばエクスプレ

ス、つくバス、つ

くタク等の公共交

通利用者数は増加

傾向

都市基盤

⃝研究学園地区の

ペデストリアン

デッキ等の都市

基盤施設の老朽

化

⃝上下水道は市全

域が給排水区域

経済活動

⃝つくば駅周辺、研究

学園駅周辺の事業

所・従業者の集積

⃝研究機関が立地する

場所に多い従業者

⃝市街化調整区域にお

ける大規模商業施設

の立地

都市機能

⃝研究学園地区に多

様な都市機能の集

積

⃝ TX沿線地区、周辺

部の市街地で少な

い都市機能の立地

災害

⃝土砂災害や洪水

等の災害発生の

恐れのある地域

が存在

地価・財政

⃝つくば駅周辺等の中心

部では比較的高い地価

水準の一方、周辺部の

市街地における地価は

下落傾向

⃝人口増加に伴い歳入が

増加

⃝自主財源率は微減

⃝高齢化に伴う社会保障

費の増加

市街地環境の維持・向上

⃝周辺部における市街地の人口減
少・少子高齢化による市街地の
低密度化による居住環境の悪化、
住宅団地の老朽化

都市機能の維持・向上

⃝人口減少による市街地の低密度化
に伴う生活利便施設等の撤退によ
る生活の質の低下や維持コストの
増大

⃝TX沿線地区、研究学園地区におけ
る宅地供給と都市機能の配置・誘
導とのバランスの維持

⃝市街化調整区域の集落、住宅団地
等における都市機能の維持

公共交通利便性・持続性

⃝将来的な人口減少に伴う公共交通
利用者数の減少

⃝利用者減少に伴う、公共交通の
サービスレベル低下や市民の公共

負担の増加の可能性

災害に対する安全性

⃝市街地にも土砂災害などの恐れの
ある区域が存在しており、安全な
市街地の形成上、支障をきたす可
能性

財政の健全性

⃝道路や下水道等の社会基盤が今後老
朽化し、必要な経費が増加していく
ことから、財政状況が悪化の恐れ

⃝高齢化の進展に伴う社会保障費等の

増大
⃝公共施設の維持・更新費の将来的な
増大が懸念

市民意向

⃝定住意向が高く、

生活利便性の評価

が高いTX沿線地区

⃝都市機能の充実に

評価が高い研究学

園地区

⃝全地区で共通する

生活利便施設への

高いニーズ

⃝周辺部において低

い住みやすさの満

足度
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 立地適正化計画は、都市計画区域において定められる計画となります（都市

再生特別措置法第81 条第1 項）。つくば市では、都市全体を見渡す観点から、

研究学園都市計画区域である市全域を立地適正化計画区域とします。

 市街化区域はもちろん、市街化調整区域の集落や住宅団地等も考慮し、公共

交通ネットワークと連携し、生活しやすい、コンパクトな都市づくりを推進

するものです。

 ただし、立地適正化計画に定める誘導区域は市街化区域を対象としたもので、

市街化調整区域は対象外となります。市街化調整区域のあり方については、

改めて検討を行います。

市街化調整区域

市街化区域

つくば市の区域区分

立地適正化計画の区域と期間

１）計画区域

 立地適正化計画の策定にあたっては、概ね20 年後の都市の姿を展望することが考えられる（都市計画

運用指針）こと、また、つくば市の都市計画に関する基本的な方針を示した「つくば市都市計画マス

タープラン2015」は、平成27年度から平成47年度の20 年間を計画期間としていることから、「つく

ば市立地適正化計画」の計画期間は、 計画開始を平成30年度として「つくば市都市計画マスタープラ

ン2015」と整合する、おおむね20年後の平成47 年度（2035 年度）までとします。

２）計画期間
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つくば市立地適正化計画の基本的な方針

３）将来都市構造

 つくば市都市計画マスタープラン2015では、将来都市構造として、ゾーン、拠点、南北軸とネットワーク等を位置づけ
ています。

 立地適正化計画では、つくば市都市計画マスタープラン2015に示される考え方を踏襲しながら、都市機能、居住機能、
公共交通ネットワークを中心に、「多極ネットワーク型の持続可能でコンパクトな都市」を将来都市構造とし、次の４
つの柱をまちづくりの目標として設定します。

３ 周辺部の集落や団地の地域コミュニティの維持

２ 地域の核となる拠点の形成

１ 広域的な拠点の形成

都市機能の集約、高密度な居住誘導により、メリハリある都市づくりを
実現するため、拠点の利便性の向上を図り、広域的な核として活力・に
ぎわいの創出を推進します。

将来的な人口減少や高齢化の進行を見据え、拠点への生活サービス機能
の集約を進めるとともに、徒歩や自転車、公共交通を用いて拠点に容易
にアクセスできるエリアへの定住を促進します。

公共交通網形成計画と連携し、将来の都市構造を構成する骨格軸として、
鉄道及び主要なバス路線を位置づけ、各拠点間や地域間の連携を充実化
し、同軸上やその周辺地域へ都市機能や居住を誘導し、持続的な都市経
営を推進します。

４ 生活を支える主要な公共交通ネットワークの形成

周辺部の集落や団地等については、人口減少や高齢化の中でも、地域コ
ミュニティを維持し、持続可能な地域づくりを目指します。

多極ネットワーク型の都市構造（案）
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つくば市立地適正化計画の基本的な方針

（参考）周辺部の集落や団地の地域コミュニティ維持の考え方
 地域生活拠点及び周辺部の集落や団地等については、「地域の核となる拠点*」として、人口減少や高齢化の中でも、
地域コミュニティを維持し、持続可能な地域づくりを目指していきます。

*「地域の核となる拠点」
小学校区など、複数の集落が集まる基礎的な生活圏

商業施設
（買い回り品）

診療所 食料品を扱う店舗

小学校・中学校 交通結節点

職場

公園等の
レクリエーション施設

交流センター

駅

病院

生活圏 中心部

路線バス、つくバス

図参考：国土交通省HP『「小さな拠点」づくり』


